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労働者災害補償保険の給付事務処理については、平成 13年 3月30日付け基発第2

37号「労災保険給付事務取扱手引の一部改正について」により、行ってきたところで

あるが、今般、船員保険と労災保険の統合に伴い、別添のとおり、「労災保険給付事務

取扱手引(船員分) (案)Jを作成したところである。

ついては、当該手引の内容に係る意見がある場合は、平成21年 11月27日(金)

(1 0時30分厳守)までに、別紙様式により、補償課業務係あて報告されたい (FA 

X可)。

なお、報告のあった意見等については、平成21年 12月4日(金)開催の臨時全国

労災補償課長会議において、回答する予定である。
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I 始員保険の統合に伴う労災保険の取扱い等

第 1 船員保険の職務上音日門と労災保険の統合の基本的な考え方等

1 基本的な枠組み

雇用保険法の一部を改正する法粋(平成 19年法律第 30号)により、平成 22年 1

月 1日に船員保険の日街完上疾病・年金部門を労災保険に統合し、従来の船員保険の給

付のうちお労災保険給付に相当する給付は、労災保険から給付を行い、船員101'<[0ミの被

保険者に対して労災保険の給付水準を上回る部分の給イてJ(以下「上乗せ給付Jとb、う。)

I及び船員保険独自の給付は、統合後も船員保険カ=ら給付を行うこととされたこと。

2 船員法に定める支給事由が生じた場合に労災保険に定める保険給付を給付

今回の統合に当/こっての、労働者災害有附員保険法((昭和二卜二年四nじ日法伴第五

卜号)以下「労災4別決法」としづ。)における主な法改正は、労災保険法第3条と労災

保険法第 1:2条の8第2項である。

労災保険法第3条の改正付、船員保険のN主制険者(たる労働者)について労災保険

法を:iiliff)刊するとするiJ;!s旨のものであり、労災保険法第 12条の8第2墳の改JEは、労働

基準法の適用が 4音1¥に限られる船員について船員訟に定める災害も1¥償の(1]:¥]:1のうら

従来の労働基準法に定めるものと同ーの事"11が性じ/こ場合に、労災保険法に定める保

険給付を行うとする趣旨である。 ミ

したがって、統合後は、船員のうわ、労働者(特別加入者として[11踏の対耳1となる

者も含む~o )が新たに労災保~Ý~給付の対象となるとし、う点を除き、 j原則として船員以外

の労働者と同線の災害制昨日正|却が生じたj勢合に同 の保険給付をすることになるので

あるが、船員労相jの特殊性にj温み、特例IJ'Jな4放し、をー部で行うことに干jl怠する必要が

ある。

第 2 船員の定義等

1 船員の定義等

改正労災保険法は、上記の通り船員と船員以外の労働者について、保険給付の支給

ヨ匡由を分けて規定しており、また、特例的な取扱いを設けていることから、町必言えであ

るか否かを的確に判断する必要がある。
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船員の定義は、船員法第l条第1項において、「この法律で船員とは、日;本船舶又は

日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む均出塁及び海員並びに予備船員を

いう」と規定されている。

したがって、同法第l条第I項の船舶に乗り組んでいる場合には、船員に当たるこ

とになる(予備船員の場合には当該船舶に乗り組むために雇用されている)から、乗

り組んでいる船舶が同法第l条第l項の船舶lこ当たるかをE信忍する必要がある。

なお、同法第 l条第 l項の船舶には、同法第1条第2項lこより[前項に規定する船

舶には、次の船舶を含まなIt'Jとし、①総トン数五トン未満の船舶、②WI、川又t-J:港

のみを航行する船舶、 G政令(j)定める総トン数三十トン未満の漁船及m::以刷IJ職員

及び小型船舶操縦者法 (日召和二十六年法何場Z百121:1十九号)第二条第四項に規定する

小型市羽白であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボ

ートその他のその航海の IJ 的、 !~I問及びj岳係、迦抗体制等からみて船員労働υ)~抑制生

が認めらjしなし、船舶として国土交通省令ω定めるも(jlJが含まれないとしていること

から、当該船J;IIJrこ喰n紅l'lfrT，-は、船員とはならないことに留意する必要がある I(船員

法の適用のある船舶に当たるか否かは、参考編00ページ以下も参!JRのことコ)リ

また、船員保険山被保険者である者lこつLγCI立、労災(判決においてももれわ:く迎用

があるようにすることが嬰訪されているところ、船員保険の被保険者の百三誌につし、て

も『在認しておく必要がある。

船員保険法は、船員に対寸る保険であり、|司法の適用のある者は、船員でめること

を「制定としているu 寸 t~;1 コち、船員!;Í'd:会の被保険者l土、船員保険法第 2 条に「船員法

(0前日二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(J;J，、下「船員Jとし叶。)として船

舶所有者に使用主れるニrT，-Jと規定されてしも。さらに、船員保険の運nl{lW釈として、

法人の代表者等のうち;一定ω要件を1i:Mたす者lこっし、ては、船員f~~I:会ω被保険者とし

て強制加入の対象になっていることに留意する必要がある。

2 船員に係る請求を特別に管理することの意義

船員については、 上記のとおり、 災害f術;il巾11討払雌惟摘u位位償i草詰由;2主"ゆI

員員i労{僻似倒匝副刈~jの4特寺E珠1朱と生到にこ改自餓E監臨P:み7メ、 特例的な扱いを行うとされていること、後述のとおり、船員

法第l条に規定サる船員たる労働者を使用して行う船舶所有者の事業の場合、労働者
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を1人でも使用しているときには労災保険が強制適用されることから、労災保険給付

を適正に行うために、船員であるか否かを確認する必要がある。

また、前記の通り上乗せ給付は、統合後も船員保険から給付することになっている

1 ーが、上乗せ給付は、労災保険から(呆「斜計てjが行われた場合に行うとされており、また、

船員保険においては、労災保険の保険給付額等を控除して給付するとされてし、ること、

当該給付は労災保険側からの情報提供がない場合には適正に行うことができないこと

から、被災した船員保険の被保険者に対する保~針お付を*IJ度全体として作〕目白こ行うた

めにも必要である。

さらに、船員保険の彼保険者である者については、労災保険においてももれなく適

用があるように寸ることが裏話されてし、る。

労働者にういては留定任意適用事業の見直しにより、!使用者について(j特別加入制

度のJJ1;大に上りその対応が図られてし、るが、相談・荷主!とがあったJ身合に、的般に対応

することが必要て孔りり、船員保険の被保険者の布団国を正械にS1RfiJ干しておく必要があるσ

tJ~;j:J、船員IILlldtd)被保険者に;(t-，)一る給(fU4IT771土、統合後は全国I処/jJt保険協会(以

下「協会りん(fJとし、う。)で行つとにされているところ、船員保険法において、江女Jf]:は

協会けんぼが行う事業に必要な情報を提供寸ると明文で規定しているところである。

このため、船員に係る(1部jzt:吉村を支給するi易合に(:J、後記lこ示すところにより船員

手II~~等により船員、であることを有白f付るとともに、適切な保険関係を月干し、て(不)支

給決定の処分を行うことυ

なお、船員lこ係る保険給付等Ul'Ir'iNlIこついては、本省労災保険業務室から協会けん

ぽ本音[¥に提(;!:!ぐすることになっていることu

第3 労災保険の保険給付の対象となり得る船員の範囲

1 基本的な考え方

船員のうら、以での(1)又は (2)0)¥， 、ずれかに該当する者については、労災保

険の保険給付の対象となり得る。

(1)労働者の場合

以下のすべての要件を満1こすこと

① 日本国内の事業者(船舶所千干者(原則として船員法に定める船を所有している
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者))に雇用されていること

② 労倒J者であること

(2 )労働者以外の場合

以下のすべての要件を満たすこと

① 日本囲内の事業で、あること

② 中小事業主等又は一人親方等に当たること

2 留意点

(1)日本国内の事業者(船舶所有者(原則として船員法に定める船を所有している者))

に席用されていること

ア 日本国内の事業者(船{;I自所有者(原則として船員法に定める船を所有している

音))て，;tつること

(ア)日本国内の事業者とは

労災保険itては、 Im，J山訟で点》り、|二l本国内の1)下;12ffにのみ迎用さJLる。

日木国内の事業と[土、日本国内に木JA7、営業所文(，:.1:工場(以下「本jA7等」と

し、う。)を置く事業ということであり、 lfij，外(このみ当該本山等を有し、日本国内

に当該本広等を置いでいない事業(以下「外|主p)工業Jとし叶。)は含まれず、外

悶事業の事業主的雇用してし、ど汁まには労災仙町内出血用されなしL

Lたがって、外資系であっても日本国内に木応等を置いてし、る場合には、そ

の労例者には労災保険のj白川があり、反対にf:1*法人の海外チ会社に応HJされ

たヴj-例frTには労災(4~1{9ミのi白JTH 土tJ:い。

(イ)船員法の適用のある船舶と[士

船員法の適用の削:IIJI士、 l苅述のとおり船員法第l条第1項及びJJ員法施行規

則第 l条におし、て定められているけ

1認意，IE

①船員法の適用のある船に乗りt:Uんでいる音寸ーへてが労災保険法の適用と

はならたい。

船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる者は、原則としてすべて船員

であるが、外国事業の事業主が雇用した者は、船員法の適用のある船員で
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はあるものの、労災保険法も船員保険法もともに、属地法であることから、

適用がない。

@船員法の適用のある船舶に乗船していない者も船員になることがある。

船員には、予備船員も含まれるところ、守イ削位負とは、船員法第2条第

2項において船員法の適用のある「船舶に乗り組むためj歪ょうされている

者で船内で使用されていないものをいうJと定義されているところから、

実際に船舶に采ーり組んでいない者が含まれること。

なお、外国~Y納治で、あって、船員法の規定を満たさなし、船舶に乗り組んで

いるJ易合も予備船員として認定されることがあること。

(ウ)船舶所有者とは

之l 基本的な考え方

船舶の所有者のことであるが、船員保険法第3条の規定により、船舶におけ

る労r~}O)提供を受けるために船員を(古川している者も|司(菜lこ取り扱;1 コれる。

たとえ('f、CD!;I:iRI社共有してしも鴻合に(-J船舶包哩人、@船舶開削減J合は船

舶fli入人、 GMlMUl所有一昔、船舶管泊!人及川J1111借入人以外U)"tJ-/J，船員を使用する場

合十t当枝管がそJLぞJ叫lJMl所有官とたる。【

13 1JS;主任意j白川事業に係る改iE

雇用保険法の一部を改1子)る法ri1:の施行仁14とうl羽1系政令の主主i杓及びi部品補註

にlFjする政令により、労災f'j'~I;令fjJ11117主任意適HI事業O)Íi!五IT11から船員↑!，j'~I\会の適用

となっている「船員法 (118和]2.2 {'l三ìHltií~ 100号)第 1条に規定する船員を使用

して行う船舶所有者(1.合員保険法 (11日平111-1年法律51473号)J1113条に規定する

場合にあっては、同条の規定によ f)船州所有者とされる者)U)事完J(以下「船

員NDI1u)~Jq住I という υ) を l:fJ';くとさ h1こ。

したがって、 と記政令の改正により、船員法の也刊のιlちる船舶の所有者が当

該';]i訓liを{を川して行う事業に、 l人でも労働者たる船員をH，:mしている場合に

は、労災保険が強制適用となる。

また、上記の船舶所有者には、船員保険法第3条の規定により船舶所有者と

される者も含まれるとされていることから、下記じの事業主が船員たる労働者

;J:-l人以上使用しているj易合も/I'lW正であるο

6 



なお、この改正は、船員法の適用のある船を所有している場合のみ適用され、

労働基準法の適用のある船舶を所有している者は対象外であることに留意する

必要があるo

C 品合的自を所有している者以外の者

船舶内の売庄のように、船舶内で事業を営み、労{向者たる船員を使用している

場合には、当f尉子業主l士、船員法上の船舶所i守音として取り扱われる。

労働者は、船員保険の被保険者であるとともに、労災保険が適用されるo

イ具{村列

(ア)該当する例

岡本の傾海を遠く内Uもた公海とを航行する自白ニ所有の船舶にその庭用している

船員を乗り込主ぜている日本国内に本府を持つ事業主

(イ)該当 LないIVIJ

日本の地を I~I指して日木の領海内を航行する自lMflにそのj霞nJ している船員を乗

り込ませている外国事長の事業主

(:< )船員であるこ，::

ア船員に該当すること

船員とl士、船員法第 l条に規定する船員のことであるが、l 具体的には日本船舶又

は日本船舶):)-3'ト'/)1I1士交通省令の定める船j;II~{こ取り組むけl首長及びìfïi員並びに予備j:Uo\

l笥がこれに当た円、)防御を問わない凸

日本国内の司下:iた背にj雇用されてiJLi舶lこ司王り組んでし、るものυ〉、 JL}員法fTS 条にi'm

7主寸日る船員に当たら/1:し、J易合は、船員j去の1直Jr-!がたく、労働基準法のi創刊がある。

したがって、労災保険法の適用はあるものの、本手引に定める特例の11民u、l土地用

にならない。

イ具休例

(ア)該当するi日l

A合負担ーミの適用のある向州自のr_1コにある飲食日;で(到し、ている労働者(労災保険訟の

適用があり、船員に当たるので、特例も考慮寸jる必要がある。)

(イ)該当しない例

仰のみを航行するj!iI'覧船に乗りk且み、 J甘f;]自をJ.矧tしている者(労災保険法の適
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用はあるが、船員にf;)当たらないので、特例を考慮寸る必要なし。)

ウ 参考(船員法の船員と船員保険の被保険者で、あることの異同)

船員法に定める船員は、前述の通り日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の

定める削[18に乗り組む立止長及び海員並びに予備船員であり、日本国内の事穿諸に雇

用されているか、外国卒業の事業主に雇用されている泊、を問わない。

他方、船員保険の被保険者は、文言上は船員の範囲と同一であるかのように規定

されているが、強制保|伐とし寸性格上、日本国内の~Jl"雫者に雇用されてし 7る者に限

るとさオV亡し、る。

4E1二、船員法の場合、労働者ーか事業主かは区別されていないが、船員保険法の場

合lこ{士、事業υ)主体が法人の湯合にのみ、その代表者け船員保険の被保険者となる

(なオ人中ノト事業主等のよ 7に、統合後(士船員保険rll被保険者でない者も特別加入

できる1;易合があり、特別加入寸n，ば{果~~~i:合付の対象となり i~fる者となる。)。

(:う)労働背であること

ア船員のうち労(;j)}j7音性のある者とは

iiLil司法第 2 条~f4 1 Jf1は、「この法律で海員とは、船内で使JIJe' AL ;;， ):1合K以外r))釆組

員で労働u)，{'J'f白として給料その他の報酬を支J1Jコれる者在いう」と規定しているこ

と、同法(r;S2手会第:2Jl'lf士、「この法 f f!;"C 予iJlij船員とは、 lìíj条1~'1 一一岐に規定するj:I1，\!;1I担こ

雫り品11むため用ij:うされていら昔一ぐ自の内で使用さhてしぜ山、 l:oUl在いうj と規定し

ていることから、船員法第 l条に規定する船員のうら、 ![iH主i及び予備船員について

1')、労働j必l主ii，;上の7jf助zfTとI司(1iと考えてよい。

船員法第!条に定める船員r))'j t)、船長については、船員法lこ基っく指帰命令権

/，:と山|徒I:RI!'付与ーさjしているものであり、 長た、 J:Wl!;llllii ffl'iが自らl止長として乗り

組bことがあることから、労働基準法上の労働者と直ちに*llIlJrすることはできなしL

したがって、船長ーについてl士、実態として事業主である船舶所有者との聞に使川

従属13iHJRが認めI:，Jlるか否泊、を調査の」二、l 労働者性の有無を判的刊一ることとし、ヲ;

例J討において判断が困縦相場合にあっては、本省、iこ[i:I;;t&-，1ること。

イ 船員j去の履入契約等について

船員法は、雇入契約の成立等があった場合には、当該ヰ~rf.i等をl百け出なければな

らないこと在定めているにれを「庖入契約の公認」と11手ふことが多いが、成立し
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た契約を事後に行政庁に届け出るものに過ぎない。)。

この雇入契約は、民法上の雇用契約(労働契約)とは具なり、 f幽涜した雇用契約

の存続期間中、特に、一定期間を限って乗船労務に服することを内容とする契約で

あり、 j言入契約の終了は必ずしも雇用契約の終了を意味するものではないことに留

意する必要がある。

なお¥上記の通りj覆入契約は、一定期間を限って乗船労務に服することを内容と

する契約であるところ、被災時に特定の船に乗っていたかをR鼠Elするためには、有

用であり、その点を船員手帳で市儲志すること。

ウ具 体 例

(ア)該当する例

j荏入れ契約の公認は未だ受けてし、ないものの、日本国内のよl工業者から雇用され

たことが|明ら泊、な労働者(労災保険法の適用が;bり、船員法の適用のある船舶に

jqEり組んでいるj接合には、特例も考[0:ずる必要がιらる。)

(船l守L保険の被保険者に当たるか否1;.(t、協会けJυ日1 ・ (i~険!F似 jfi出f~ ・運用を尊

E止する必誌が;V)るが、労働すに当たるか否かlゴユ'1;1]の1ltJ釈により判断すること。)

(イ)技当 Lt~'v 、f'j'lj

tt人の代表者等は、船員保険におし、ては、労(叫f?と区別f亡く、強制力日入の対象

であるが、労11;])音性が認められないのが通常であり、特別))11入していなしサ身合に

は労災保険の迎j刊はない，(労災保険訟の適用がなし'0)。

(木oj"、特日IJ}JIl入は任意の制皮で;bるが、船員i保険は今後も行絞っjること、船員

保険の上乗一世給付はよ同三的に労災保I~ß;-から1ZlL対行付された1場合に保険i1:吉村される

ことから、船員閑険の被保険者は!j制IJ加入することが強くw持される。

船員('jHli食の被保険者であって、特別}J日入していない者をJ['21医した湯合には、徴

収担当部署と述燐の上、加入を勧奨すること)

(4 )特別加入者であること

船員保険の統合に伴うlPJ刑1J1l入のfFElB]の拡大や)J日入ギイ¥)'[iこっし、ては、平成21年00

月00日付け基発第00号「船員間決統合に伴う特別}JU入のjj!z.扱いについてJ及び同

日付け補伯課長通達「船員保険統合に伴う4相IJ加入の耳立J放し、ω詳細についてj による

こと。

日



ア特別加入の範閤

(ア)中小事業主等

平成22年 l月以降、新たに「船員使用の事業Jとして適用を受ける事業につい

ても、 '10小卒業に該当する場合には、
P

特別加入が可能であること。

この場合、中小事業主等の判断の留意点について、前記課長通達が①労働者数

の判断に係る留意点として、事業ごとの労働者数ではなく事業全体の労例者数に

よって中小事業主に当たるカ判|析すること、②事業の業種の判断の留意点として、

事業の区分は日オ吋京準産業分類によること等としていることを踏まえて、判断す

ること。

(イ)一人親方等

L 

一人籾方等については、省、令改定によりが[たに労災保険法地行規則(以下「労

災民IjJとし寸。)第4G条の 17条第7J頁に「船員法第 l条にj11定する船員が行う船

舶所有者の事業J を追加し、:有:~TWを ri.魚船による水産前JJli泣!rY.JU)J采Jiliの事業(第

7条J笥げる事業を除く。)と改められたので、「船員法N11 :9主にljl定ずる船員がTf"

う j;lriJ;Ii~l7'JT有ニ昨日)事業j を労働汗{2{世HJ しないで行うことどと11悼とする者及びその

事業[2jiÉ司吋ーる者であって、労働者でない者については、三j~:W~UJFIlJ}'iの如何在問

jコず、 551J11U〉Zj号制こより特日IJ加入することになることο

この区別の実益l土、 3-~7{ 士、労災保険法第 35 条第 l 項及び労災民!悶5凹|六条の

二十二のこの規定により、通勤災害ω.Ì@ffiがないのに対して、 7 号f~t、通勤災'者

の適用がrわること、さらにft同音で労災保険ネが具なることマゐる。

ウ具体例

(ア)該当する!日l

船員訟の迎mのある船舶におし、て、法人の代表者が売胞を、 5日千[リht-を使用しない

で行うことを常態とする場合l士、特別加入の対象となる。

(イ)該当しない例

船員li.去の適用のなし味合lこより、』長容運輸の事業を労働者を(~)刊しないで行うこと

を常態とする宥は、特別加入することができない。

( 5)特殊な船j;]自の取l及し、

ア (~庁)マルシップ
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マルシツブ。とは、日本法人等が所有する船舶(日本船舶)を、外国法人等に貸渡

し(棚~J:I日)、当該外国法人が外国J 、船員を乗り組ませたものを、自度人たる日本

法人等がチャーターパック(定期用船)したものであり、日木船籍のtd自由である。

当該マシレシッフ。には、日本国内の事業者が雇用した者と外国法人がj雇用した者が

混在寸ることがあるが、当該船を特に新7/レシツブョとして区別することがある。

この場合、新マルシッフ可こ乗り組む日本国内の事業者がj雇用した者は、労災保険

の適用があり、外国法人が雇用した者については、労災保険の適用はない。

また、船員1%険における運用で(士、地方週|ljt局の雇入契約の公認がされることを

要件としているが、労災保険においては、事業主が日本国内の事業て、あること及び!

当該事業主に労働者として服用されていることが要件であり、日本船品自たるマルシ

ツブにZIEηMlんでいる者について、 当;核主喜要~f何4ニ功泊がミ河R信E

て山方方-運i輸lii陥陥l晴治F布}局のJ雁荏入契.;1':が約[伴灼ぷ白〕の公認がされ-てC口し、ないときにあつても、労災保険の適用が

あるも())として取り扱うこと 3

イ Fl工品位

FOCとは、 rFll1gof COllVen ienceJ の略であり、 FOC船とは便宜佳待船のことであ

るn 船())所有{年や管理者が、 J日げているJjjl;の国か吋--?・リベリア・キプlコスなど

の諸国が多い。)とは別の国に;(.つるJ~~合その11iJはF(じと lトFI-Uもる。

当日家j州自に采J;]{十し亡し、る船員/こJ3労働者lこっし、ては、 日本船'1rM~ではなしサトlEMIM1E 

())船、すなわち、原則として船員法の適用がない船に乗り組んでいること泊、ら、本

来船員法の適用はなく、改正労災保険法1f~ 12条の8())適用もないことになる。

しカ=しながら、当該労働者ーが1:1本国内の事業に雇用されていることが仏認された

場合 ({;10員派遣元事業主が派遣JIB員を応用している場J合を含tJ'，)にl士、原則として

労災保険の適mがあり、海外に山張しているものとしてJI記りJ双い、業務に従事して

し、る際に災害が生じ、当該災害が労災保険法第 12条の8第2mに規定する船員法所

定の災害補償事由に当たるものであるときには、当該船員法所定の災害補償司王由が

生じたものとしで取り扱うこと。

ただし、地方注輸局長が(予備)船員として認定していない者については、本fiEf

l こ )i~bt花〈士行うこと。
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第4 使用する保険関係等

上記の通り、船員に係る保険給付等の情報については、本省労災保険業務室から協

会けんぽ本部に提供することになっている。これは、成立している保険関係の業種に

より、「船員法第 l条に定める船員を使用する船舶所有者の事業J(以下「船員使用の

事業Jとい九)であるかを判別することにより行われるものであることから、保険給

付に当たっては、使用する保険関係を的確に選定すること。

なお、船員{吏j刊の事業については、船舶単位ではなく、事業単位で保険関係を成立

させること等から、被災労働者等からの聴き取りに当たっては、被災労働者一の最寄り

の歌督警に出張して行う等の同町長を有能な限り行うこと。

1 適用単位

船員使用の事業に係る労災保険の適用は、原則として他の業'fmと同傑に事業計i(立で

行うもので、あり、また、車~続事室長として取りぬわれるu したがって、事業主ßí位で、ある

ことから、企業単位ではなく、 J'ω或的に郎防もている支山等がι[うる場合には、原NIJとし

て船舶が所属する支応単位です盗用主れ、当該支胞を管帖する昨皆箸が請求に係る調査

及.U<処分を行う(例外については、下記 (2)のイ以下を参HR。)。

I.~お、労働244lii法の迎用のある船については、統合{去についても事業単位ではなく、

{;I合lt~位であり、船員法の適用のある船と労!1;)j一基準法U).i~川のある船の双方を所有して

いる事業ご'm-UJj場合、それぞれ{呆険関係を成立させる必嬰がある。

2 労働者が請求人の場合に使用する保険関係

保険給付r/)ii~f)j<:に当/こり 1'ëJ刊する保険|矧ぷに勺いては、次によること。

(1) J京則的7:r:Jf刻放し、

被災した船員たる労働者が染り組んでし、1こ船舶が所属する事業について成立して

し、る!呆険関係

(2 )ヰ抑止I.dJ:iJ;lIjIこ飛り組んで‘いるj場合の取l及い

FOC船の場合、被災した船員を雇用している(た)事業についで成立していた保

険関係

※ が雨量船員として乗り組んでいる者については、却に遣元の事業の保険関係(た

だし、 I人で、も船員を使用している場合には、「船員、使用の事業Jに該当することに
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留意すること

(3)船内の事業に雇用されている場合の取扱い

被災した船員が雇用されていた事業について成立していた閑険関係

※ l人でも船員を使用している場合には、「船員使用の事業」に該当することに

留意寸ること

3 特別加入者が請求人の場合に使用する保険関係

保闘合付の百献に当たり使用する保険関係等につし、ては、次によること。

(1)原則的なI阿郎、 、

被災した船員たる船舶所有者が乗り組んでいた船舶が所属する事業について成立

している保険関係

(2)船内の事業を営んでいるJ場合の取扱い

被災し/こ船員たる船自白eijr有者が船内で営んで、いる事業について成立している保険

関係

( :J )船員i去の適用のある船と労働J15llE1110〉適用のある船の双ちを所有している事業者

0)1場企

ーカーの事業に特日1)加入し、当該保険関係を苅し、てlrll佑を受けることはできない。

し/こノj、つもて、双方0){;J0に乗り組んでいる際の災害について布1i1i"iを受けることを帝

京寸る場合には、双~}]の事業についぐ特別1JJJ入する必要がある。

第 5 保険給付に係る経過措置

1 施行目前に生じた事故に係る保i町制寸

統合(j)泊行日~Íîに生じた魚傷、疾病に係る保険給付は、統合後も引き続き船声、保険

(1弘会けんlめから保持主主古付される。

2 遅発性疾病

統合の施行日後に発症した疾病で‘あっても、施行日前の業務上(j)Ifく露が原因で・あ

ると認めらjじる場合には、船員l判決(協会けんlめから保iMI給付される。

(治ゆ後等の労災保険の個別の保険給付を前提とした社会復帰促進等事業の対象に
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はならないことに留意すること。)

3 施行目前の傷病の再発

統合の古ifIFf.-=r日前に傷病にかかり、施行日後に当該傷病が再発した場合は、船員保険

(協会けん同から保l昔話古付される。

第6 給付基礎日額等

1 給付基礎日額

給付基礎日額については、平成21年00月00日付け rOOJにより、算定するこ

し
」。

なお、その~J副司令な考え方は、以下のとおりである。

以下のア及びイd江)の場合には、「労働基準法第 12条第 1項から第6項までに定め

る方法|で、算定事IJI拾生日以前 rl年間の総賃金持UJにより給付J主従1]傾を算定す

ること。

イの②の場合に[土、日間139fl三4月20日付け:!dJelfi~ 51 D 号 r~[!J負悩I1IJ I}li伝染及ひijι

業労働者の平均賃金Jをtlll用して、平均賃金を算定した上、当該平均賃イたをキ吉村基礎

日告aiとすること。

ア省令ヰP貫

主主木となるべさーr;m7t給が':w治することによって増加するJlPR酬を受ける場合

イ 通達事唄

① 基本となるべき固定給が下!;Jiiすることによって逓滅寸ーる:IJj}合及び必本となるべ

き回定給が司"i;TI;li..)にかかわらず一定でIli)り乗船することによって犯I)!Jする諸手当

を受けるi持合

@歩合により報酬が定められる場合、北洋さけ・ます漁業に従事寸る漁船船員の

うら、一定の要('1=を)f，JOt.こすもの

2 算定基礎年額

特例は設けられておらず、船員以外の労働者と|司傑に算定すること。
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第7 業務災害

1 業稲遂行|生の認められる範囲

船舶は就業の場であるとともに日常生活を送っている場所でもあること、船に乗り

組んでいるときには、船長の許可なく船舶から下船できないなど、船員法の適用のあ

る船舶に乗り組んでいる問(下記2の(1)のオの場合を除く。)は、船長の管理下に

あると認められることから、~.意的行為等積1霊的な私的行為以外は業務遂行性が認め

られるものとして取り扱う。

震入契約が終了した後の下船11寺の業務遂行性については、船員以外の労働者と同様

に取り扱うこと。

2 業務上外の留意点

(1)負傷

7・原因不明の災害

J]j(1却下l凋の災害については、 1I日接的な関係三lL実等に基づき、経験則|コ?をも合よ史

的な説明のできる推論を採用し、業務包因性の有jlEそc-w定つj-るとされており、具

体的には、業T匁~行'1~~i.I ，jrí~定占~1..1こ場合には、 ilili.，験i'l:l'lIJにJ支Lない限り業務l也四

住lーがあるとj[i;一定するのが合HU的であるとさA1..ているu

船員、i'tc;の適用のある船に乗り組んでいる間は、前述のとおり、業務遂f刊凶:あ

ろものとして取り彼わjしることから、ぞの聞にj京医l不明ω災害が生じた場合には、

組8fr~見IJiこ反しない限り業務j包回生があると推定・すること3

イ沈没したJZ合

自{JL1自や航空機の辿Ttjtlこより!T~組員が被災したJJ3合にl士、その乗組員としての業

務の性質上、それが台風等の天災によるもの芝、あっても、一般に業務jl]因性が認

められること、船員法の適用のある船に乗り組んでいる聞は、 7色15:的行為等政恒

的な私的行為以外は業訪遂行性が認められるものとして取り抜われるので、当該

行為か認められる場合を|徐き、業務七の災害として取りJ放って差し支えない。

ゲ緊急行為

船員は、船員法第 39 条;~~3 項により「雇入契約が終了したときでも、船員は、

人命、船舶又はF部苛の応急J是切Jのために必要なfノさ業を従事しなければならなしリ
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とされ、また、同法第 12条及び第21条により「船長がノ、命、船舶、航空機又は

積荷の救助lニ必要な手段をとるのにあたり、上長の命令に従うべきことJとされ、

当該義務を履行しなかった場合には、懲役刑が科されることに留意の上、平成21

年7月 23日付り基発0723第 u号「緊急行為の取扱いについてj により業務

上外の判断を行うこと。

エ他人の暴f行子

f倒桁子為の処罰及び海日a行為への対処に関する法律(平成21年法律第第r5. 5号)

.にi規克定寸すJ-る 「附1ガfii:別肺H町I

j成戎2幻1fj年4手三7月2幻3日{付司け基1裕古 0723第 12号「円{他也人の故意基づく5暴喜f行Tによる負{傷第

の取扱いについてJにより札、業務上」ク夕外トの判断を行うこと。

オ下船時の行為

船舶の修紙、必要品のfrli充等J片品|抑f有者の命(自制支ーが命令を行ったl場合も含む。)

を受けて、 j夜入契約が成立している聞に下船して行動サるj接合(予備船員を除く

(ただし、予備船員としてrocil:，H.:: ifeり組んで‘いる場合はこの|限りではなし、。)に

l土日間三としてJlil.~J j波うこと t

したがって、問傾的々 'f;llJ力行為いわたらない|決り、通常の又I::t合j且J的必範|国内

における行為(食事等)も合めてi424;5lJIEZ11ーしてし、たも山としてI取り扱うこと。

(2 )疾病

mYi・心1111¥品疾忠1T2き等業務 u刻印こついては、船員以外山労働音と同様に、認定基

準等により業務上外の判断を行うことυ

また、船員から、疾病に権述、したとして官制初、あった場合にJ5V，、て、それが新し

い疾病等に当たるj場合には、本官ilthi活寸jること。

3 療養補償給付

(I) 請求手続

船員に係る療養fflil'自給付の請求二百'売は、一般労働者と問機でthる。

なお、船員に係る療養を実施する44羽Eな診療所とじて船舶内に設置された診療所

(以下「船内診療所」としづ，)があるが、船内診療所て'，(i)つでも労災指定医療機関

となってし、るものについては、 1見物給付を行うこととされており、その請求手続は
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通常の場合と墓詩的に同様であるが、船舶内の特洲生から、 5号請求の時期は木邦に

寄港後速やかに提出するニとで差し支えないとしている。(平成 21年O月O日付け

基発。 号参照)

(2) 給付内容

船員に係る療養補偵給付の内容は、一般労働者と同じであり、また、上乗せ給付

は設けられていなしL

なお、柏崎上州知両に対する独自給付として「白宅以外の場所における療養に必

要なる宿泊及び食事の支給」があるが、当該給付は船員保険から支給される。

また、船内診味汚?においては、「診察j と[処置、手術その他の治療Jに限定さ

~'しることに留意寸ること。

(3) 診療報酬算定基準

JiIB員lこ係る労災診療y~についても、労災診;lJ~~qJl'算定基準(昭和 51 年 i 月 13 日付

付基発第72i昔、最終改定平成20年3月31日付(J基発j安'i0331018サ)に基づいて算

、定寸ること。

(4) 外国の医説{t昼間での床養

船員が洋上で 74fE上災害を被ったj場合にit，手i該被災船員の占記述。)1:こめ外国に-

H寺|如、こ寄港し、医療機関を受診てるj易台がめ弘

このj湯合(/)~，!íJIと手続、添付者i訳、\)，]'容の税夜、支給手i充等については、昭和 52

年目n2.1日付IJLkJ首筋.181号"IJ、「派遣元1/)事業，1) '，Jr.業主」を船均的J有苛と品Vメ1t，1e

えるとともに、同通達の請求手紙改び支給イーがi:J/)うら、事業主を経|介;J-るとの定め

を除いて、同通:~をìlU)刊し、事務処迎!をiTうこと。

なお、以 1ごのJL〔に!j'ijに宿意することω

① 当該jj主義Nli償給付たる療養ω1J(HJについては、所轄労働基準111主'降筈において

請求額lニ相当する額を支払うこととなるが、当I縮会~jtモ内容等については、事前

に局に設けられている医療官査委員会等において医学的審査を行うことひ

② 審査に当たっては、我が国又は外国における医学常識に!1iAらして妥当と認め

られるかどうかによって判断することとし、必、ずしも現行の労災保険における

取扱いに準拠する必要はないが、請求内容について疑義が生じた場合には適宜

本省へ照会すること。
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① 事業主が立替払し、をしている場合には、昭和 43年 3月 9日付け基発第 114

号による受任者払いとすることとして差し支えないこと。

(5) 移送費の取扱い

移送費については、原則として昭和37年9月18日付け基発第951号(最終改正

平成20年 10月初日付け基発第 1030001号)1移送の取扱し、についてJ(以下「移送

通達Jとしづ。)，こ基づいて支給するニと。また、洋上で‘被った災害て‘あって、災害

発生後、近隣の港に寄港した場合については、移送通達の記の lの(1)の[災害発

生現場」を「寄港地Jと;寿み替えること。

ただし、外国で慌養している者の転医については、その可否を含めて個別に判断

する必嬰があることから、請求〆、を含む関係者か1:"1慌の¥;1円った場合には、療養上

の必要性ヵ、ら個別に'foljlliJ円ーる旨の説明をし、請求があった場合には、都道府県労働

局を通じて速やかに本省と協議することり

4 休業補償給付

( 1) J;~c1ζ的な考え方

船員に対寸る 1抑制右iサ l士、改正労災保険法務 12 条ω 日市 2J~ïtこ J~ り船員法??191

条第 p点。〉jtt定サる災害情的ωIJ平IJJi'I(itじたJ場含l乙nうとさh-cいるが、ヨヨ際には

It司法第第91条第 1J買にあっては、労働基準法第76条信 1mにjjl定する災害iiJlf出の

τl引/1(こ十rl:liする部分に|決るとされているので、結局、船員以外の労働者とl司慌に

「昨i宅ωため、労働することができろ山、ために賃金を'受(J~I:V 、場合J に支給するこ

ととなる。

なお、船員については、船員(栄J~!尖?去に:1引、て、労災保険給付を上回る給付を行う

こととしている(例 4ヶ月間は{111準特別H日:恨の 100%を支給)，その後も労働協約

等により企業内労災補償-が行われる二とが行jコhることがeわるが、通常は標準報酬

U) 100%となるよう支給される、すなわち労災保防当合1寸lこヒ附みLて給付される腫旨

であるから、原則として労災保険法第G.I条第2JJjに基づく支給調整を行う必要はな

ぺ
J、し

ただし、労働協約等の文面上労災保険給付相当分を含む極旨であることが|珂らか

て、ある場合には、支給調整を行うこと。
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(2)休業の要件等

上記 (1)のとおり、船員についても船員以外の労働者と同じ支給事由が生じた

場合に、岡山呆f針合付を行うことで足り、一般的労働不能の考え方についてもj色負

以外の労働者と同様に取り扱うこと。

なお、{参府の程度が軽く、後遺症状が残らないことから九船員に復帰することが

客観的に可能であり、現に療養中で治療効果がある者について、主治医が休業の必

要性を認めている場合には、休業の要否については、上記の考、え方に立ちつつも、

慎重に判断を行うこと。

(3)参考

本給付については、船員独自の給付とし亡 1 日 ~3 日分の休業手当が設けられて

U 、あ。

また、①l 月以内の期|百円窃1%:~養開始後 1 '1三6月を経過したJJJ]間につし、て、上乗

せ給付が設けられてし、る。

5 障害補償給付

f;J位員法?1192条本文に規定する災害怖悩のZFtt1/J1生立た上j告i汁に支給を行うことにな

るが、船員法第 92 条本文にjJllJ定寸る災f~;: ~iIHfiu)ljr1:11 と l士、労働基準法第 77 条に規定ー

する災害村lHQdxlE由と同 であることから、船員が業務上負似し、又i-J疾fr71iこかかり、

治ったl場合において、なお身体に障害が ~jーするときに、船員J:J，ýトの1J-j;úJJ者と同|去に労

災保|設のlltt省認定基準に従って、目;i害認定を行うこと。

また、陣容甘|間給付に係る船員保険法の8令及びその運用については、労災保険と

同慌であるの

なお、本給付については上乗せ給付がある。

6 遺自鯨南1賞給付

(1)支給事由

船員11弁~; 93条に規定する災害補償の事向が生じたときに支給を行うことになる

が、船員法可~03条に規定する災害補償の司王由とは、労働基準法7り条に規定する災

害補償U)事由と同一であることから、船員、が業務上死亡した場合に、船員以外の労
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働者と同様に保険医給付を行うこと。

(2)留意すべき事項

ア行方不明の場合の取敏い

(ナ)労災保険法第 10条

船員の死亡災害に係、る事故1))裂は、 i-Ili:中へのiji蔚答や沈没としりたものが多く、

行方不明になる者も多川

こうした者の場合、民法上l士、同法第 30条の規定により、船舶が沈没した

後、その仙の危難が去フた後、 1年間生死が明らかでないときに、家庭裁判所

は九隙宣告をすることができることになっている。

しかし同制度によって付、迅速なi女済にかけるきらいがあることから、労災

保険法第 10条において、

①船舶が沈没等した際に境にその船舶iこ飛っていた労働者

又は

②船舶の航行中1;::1'j 方不I1fJとなった労働官

。J生死が3ヶ月間わからなしサ湯合等には、

当該船舶が沈没等し/二日、又tt1o-l!f;)J者が行方不明となった日に、労働者が死

亡したものと推定寸る旨の則定ーがあることから、与遺族同i約五合付、葬祭料の請求

があった場合に同、主iii主M1定を踏Jえ、迅速に処理を行うこと。

ま/こ、当該j認定l士、行方fn;-]を妃亡と「みなすつものではおごし推定寸るも

のであることから、遺族怖がi給付等を支給後、生存していることがあきらかと

なった場合には、回収することになることをあらかじめ請求人に丁寧1;::~J'lJ列し

て二3くこと。

なお、不lE受給の防止のため、死亡剖設定した日、すなわら、船舶が沈没し

た日又は労働者が行方不明になった日から l年半を経過し/こIl;'f，.主において、市

11町村に照会し、死亡届又は下記による死亡の報告が行Jつれていることを必ず敵

ZEすること。

F信Eの結果、死亡j百号旬、なされていない場合には、被災労働者の生存の有無

を而古Z寸るとともに、速や沖'1こ(果IILft言{τj-U)詐取が行われていなし功、調査を行う

ことω 調査の結果、不正受給であると認めたときには、費用徴収を行うととも
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に、原則として詐欺罪等での告発、当該告発についての記者発表を行うこと。

(イ)死亡認定制度

海上保安庁においては、泊難による行方不明者の死亡認定を以下の要件を満

たすづ易合に行ってし、る。

①海上保安庁が取り調べた行方不明者であること

②行方不明者の親族から死亡認定の願出があったこと

@ 死亡を確認するに足る物的又は人的証拠があり、さらに四国の状況をも

考慮するとき生存の疑いのないものであること(単に消息を絶ち生死不分

明では足りない。)

④ i海毎蹴正刻刻l品L発生のH時寺カか、ら三月j以以Jぷ、よ上i歪宙j盈LしJたもので

1海釘上保安庁は、本)it:亡認淀制度に基づき、死亡の認定を行ったときには、死

亡地の巾IIT村長に死亡の報告を戸符法第 89条に基づき行っており、当該報告

には、戸符ì1ミ第日日条第 2JI~Hこ基づく事項を和li~ しなければならないとされて

いることから、当託41lIJFiに{系る市町村-1~ (1J[i止月m:当;♂を 9~-災則1<<~ 15条の2第3:r11

第 1号の書面として請求書に添付させること。

なお、海上保安庁は、死亡認定をJJíti恥、出た籾族にもその結果を:.:~日告寸ること

になっていることから、当該報告に「死亡の年月日n#分及。、:j-場所」及u<r死亡

の事実をiiiEすべきJ'IJ::rITが~-ê;li~されている場合に付、労災則第 15 条の 2 ~X~ 3 

J京第H号後段の「これに代わるべき書照jとじてllxりJ放って差し支えないこと。

イその{也

本給付については、船員15LWZU)ヒflFせ給付がある。

7 介護補(賞給付

介謎甘IH員給付については、船員法に該当する規定はなく、船員以外の労{助者と同保

に労災関lj食法第 12 条の 8 等~4 頃に定める支給事由が生じた場合lこ、労災保|釦去所定の

保険給付が支給される。

なお、介護rI日11与給付について[士、労災保険法と旧船員保険の規定は同一で‘あること

ρ、ら、 J二乗止給付-は設けられていなし L
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8 二次健康診断端鮒

二次健康診断等給付については、船員法に該当する規定はなく、また、労災保険法

第26条においては「労働安全衛生法第Ci6条第1項の規定による健康診断又は当該健

康診断に係る同条第第5項ただし書の規定による健康診断j のうら、一定の要件を満

たすものが行われた等の支給事由を満たす場合に、支給されるところ、船員にういて

は、労働安全衛生法に基づ‘く健康診断が行われることはないことから、二次健康診断

等給付の対象とはならない。

第9 通勤災害

1 基本

船員に係る通勤災害について目、船員以外の労u向者と同慌に、労災保険法第7条第

2項の嬰(tlニどと満たすものが支給される。

なお、船員労働の特例tfJildtみ、下記ωとお旬、船員 (TMt船員をl除く。)について

1;:]、就業とcn作liiJH!J:及び{3512|前作動について、特例を設けているので、留意すること。

2 就業の場所

JJEll以外の労HifJ者と同事即こ、「業手方を開始し、又u品子了するJJIiFlyJをいうものである。

したがって、船員の場合、船舶、品目自問{有者の事務所、山港準耐!?のための作業場等

が就業UJJ易所に当たること。

なお、 tt¥港工1射)品のために港に若くまでの問に、，'.1::"港に必要な物資をl!昨入し'cil(iJ;1自に

行くことになっている場合には、当該物資を最初jに!日t入する場所が就業の場所に当た

ること。

3 住居

船員以タトυ)労働者と同はずに、労働者が居住して日常生活の用に1)たしている家屋等の

場所で、本人の就業のためのj1z!j，点となるところを指すものである。

したがって、就業の必要性があって、船員が家族の住むlJ号所とは別に、船員が出向

前の準備、入港後の整理のために潜の近くに借りたアノ;ート、 ドック入りじている船

舶のJ合員がドックに通うために宿泊してし、るドックハウス等も住居に当たる。
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• 

また、出入港地において、自宅が遠隔地にあり、かっ、時間的に余裕がない出入港

時や、台風などの|当然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の

場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時拘に居住の場

所を移Lていると認められるので、当該場所を住居と認めて差し支えないこと。

4 就業との関連性

就業との関連性とは、手多重Jf1'T為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行わ

れるものであることを必要とする趣旨であり、その点、は、船員と船員以外の労働者ーど

変わることはない。

ただし、船員))，1'卜のヲ74品者の場合、所定の就業開始時刻とかけ問似もたH寺刻に会社に

行くときには、当該行為l司、むしろ業務J)，;'!トの問的のために行われるものと考えられ

るので、就業との関連性は認められないとしているところであるが、船員(予備船員

を除く 0) については、その見働の!↑~J''l;l~I''j:(こj監み、昭和l8年 11月22日付け法発第64.1

J号「労11力者災害制H泣[保ISEt去の一音1Iを改11::する法律等の随行について」の日1)紙「通勤災

ii~~U)純PfU に油、かわらず、所定の就業日に就業のj易円j"'\{砂tlVJを行っている場合には、

何百長移ll1M，\lJj らかに他の|当 \Y~で行iコれたときを除き、就業との関ill羽生を認めて差し支

えなし L

ilミ1こ、住居ヵ、ら就業の場所までの『邸l!i'が遠距l却で;(iゾ)、船員(予備船員を除く。)

が交通事情のため自宅からホテノレ等の宿泊b儲jZに移動τjる場合、業務lこJ沈く当1:1又は

前|ごIiこ行われたとき、逆にホテ/凶;:の宿泊jj筒jtから自宅に移動する場合、業務に従事

した当日又はその翌日に行われたときも、月l崎氏「通勤災害の範悶j にかかわらず、就

業とu)I);)連性を認めて差し支えなIt¥0 

5 住居間移動

船蹟(予備船員を除く。)については、 !I到壬の千'ï!R~1こかかわらず、住居から就業の場

所支で‘の『一回If7!'遠lFEF!11であり、交通事情のため自宅からホテル等の宿泊施設に移動す

ることの多い実情を踏まえ、住居から就業の場所までの@~{伽1遠回FAであり、交通事

情のためホテノ凶手に宿泊する必要がある事情のあるJ場合の船員(予備船員を除く。)に

ついても、昭和 48年11月22日付け基発第644号「労働者災害村IJ償保険法の一部を改
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正する法律;等の施行についてJの日lj~j~ f通勤災害の範囲jにかかわらず、労災保険法

第施行規則第7条第四号の「その他前三号lこ損する労働者」に当たるものとして取り

扱うこと。

したがって、当該事情のあった船員{予備船員を除く。)の自宅からホテル等の宿泊

施設まで、ホテル等の宿泊施設から自宅まで0;住居間移動は、厚生労働省令で定める

要件に該当することから、他の要件を満たす場合には、通勤に当たること。

6 その他

(1)住居から就業の場所までの回目fv.が遠旧附であり、交通事情のためホテル等に宿泊

する必要がある事情のあるj，場合、自宅から当該;l，子ル等までの砂動/.1'通勤として保

護されることは前述のとおりであり、ホテノI--NW在仁川3行為l土、通勤lこは当たらない。

なお、旧船員保険法においては、当該Z11f青山ある場台、当該il，チノレも合理的な経

路上lこ，(r，ろとし、当青葉宿泊を日常生ffi上必要なJRtノl、限度U汁子為としていたが、その

場合においても中断中でtわるので、 rniW(/)範凶について遊興はないJ

(2)通勤災害については、通勤に当たる要件について上f1i己の通り呉なろ点が背ニFがあ

るが、そ~ tU、タトに療養j刊すl 、休業給付、障害給付、造b~給付等について船i毒を船員

以外の労倒者と区別して取り扱う必要はなく、開設に取り扱うこと。

第 10 特別加入者

1 特別加入手続き等

(1)中小事業主等

ア 申請書の受砲

船員についても原則とし℃通常の中小事業主等と同保のl則及いとなるが、船員

保険統合11寺の特例とじて、平成21年00月00日付け基発第00号 r!:It¥員保険統

合に伴う特別}J日入の取扱いについてJにより、平成21年中に特日IjJJn入 11]~i~書がJ足

ljjされた場合U;Rり①悶険関係が成立してし、なし、場合での受埋や包)f加入を希望

する日が11'1請日ω翌日から 15EI以上となってし、るものの受理という特例が設け

られていることに留;ぎすること。

イ IJ日入(/)承認日
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特知的日入は、特別加入の申請時に申請者が当該申請の翌日から起算して 14日以

内の範囲内において加入を希望する日付を奇剖設させた上で、所轄労働局長の承認

を受けることにより、その効力が生じる。

なお、船員保険の統合併Jの特例として、平成 21年00月00日付け基発第0

0号「船員保険統合に伴う特別加入の取扱し、についてjにより平成21年中に特別

加入申請書を提出した場合で‘ある等の要件をi前たしたときには、平成22年 l月 1

日付けで

(2) 一人刈J伊視U方等

ア F阿古書の受理

船員についても原則と Lて通常の一人現方等と問慌の取扱L、となるが、 o[コ小事

業主等と基本的に同様に、'fef，¥i::21年中に特別1]日入申請書が提出された場合に限りお

①当該申請書の受理や包)f力Il入を希望する日が申請日 U)翌日から 15Iヨ以上となっ

ているものの受理という特例が設けられていることに留意すること。

イ 承認等の手続

(ア)加入の承認日

町必Zえについてもl京[I，I[として通常の一人羽力等と同保の取扱いとなるが、¥:[:J

小事業主空宇と間保r})![;'H叫が設けられてし、ることi

(イ}何月I[加入団体

船員についてもJHUllとして通常の一人親方等と同慌の取仰いとなるが、制度

移行時に限り、 ![!i，)jlJ)]1l入団体の要itf"について、特例が設けられているこどに街

意すること。

たお、労災則第，1C1:f.:O) 23 t有2項及び第 3J買ω改正によ旬、「才ミ務災害のl!1j

11二に限]寸る措置J 等を定めるj匂:;~の~~除及び「業iff災害の防止に関する l昔誼及

。司王1買の内容を記il¥lZした毛利頭Jの慢出の剣E告が行わ;/Lてし、るが、これは船員に

J士船員安全衛生規則等lこより災害防止J昔置がとられていることを踏まえてのも

，のであり、制度移行HiJの特例ではない。

2 保険給付の事務処理の留意点

(1)業務遂行性

つR
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ア 中ノj、事業主等の場合

中小事業主等の業務遂行性が認められる類型の1っとして、一定の要件を満た

す就業時間内における事業場jj百交の利用中及む事業場jj笛交内での行動中の場合が

掲げられており、日常生活の用に供する胞設と事業場のI包設とを区分するニとが

困難なものについては、これを包括して事業i尉i笛止としてみなすとされているこ

と、航行している船のJ身合は交代制で24時間労働市カザ庇姦していることを踏まえ、

昭和40年 12月6日付け基発第 1591号「特別加入者に係る業務上外の認定及び支

品制剤限の取扱いについてJの記の第1の1の(1lにかかわらず、船員法の適用

のある-船に飛り組んでいる聞の船員たる中小事業主等の行動は、 75意的行為等研

1駆的な私的行為以外I~J:業務 i差f刊企が認められるものとして取 η扱うこと。

なお、下船Lた場合の業務逆行性の細mについては、船員のJ;易合であると、通

常の事業主で，tりると変わらないものであるが、下船{去における旅客の乗降のため

の作業、 1~'f下ろし等の作業や出怖のためU)j特注は、事業のためにする行為に直接

附帯する行為に当たること。

イ一人籾tj等

船員法のi也mのある船に取ーり品11んでしもIi¥JUl一人親方針rυ)行動は、 70意向J行為

争Ffi引jJgIcJ<]な'l'UJ(J行為以外1:上12}7542t:?パ生が高也めらhるものとして)[)(りt&うことο

なお、下山台後におりる旅客の乗降のための作菜、荷下ろし等υ) f'P'~や出荷のた

めのIF抱土、1'10小ZF業主等と同{設に事業のためにする行為に直接附帯する行為に

当たること、

また、以下U)行為も、業む5j2277性があるものとして取り吸うこと。

(ア)水産ifl!J仙:物の採JilW)~j工業(労災WJ第必条U) 17第3号の事業を除く。)

① Jj<};削ìJJj:i!l~初の採Jillのため、船からn1B し、水陸軍:JJj:'也l加の採怖をする行為

② 突絡事故(台風、火災等)等による予定外の緊急、の出勤途上

また、新設される労災則第，oj5条の 17の7号として、特別!J1J入の承認を受け

た者については、事業の区分にかかわらず、通勤災害の適用があることから、

水産動植物の採怖の事業を営υ場合においても、通勤災害の適用があることに

留意すること。

なお、船員法の適用のなし、船による水産[VJI直物の採JrlW)Jjr業を労働者を常態

25 



として使用しないで営む者については、用船中であっても業務遂行性があるも

のとは限らないことから、留意するとと。

(イ)旅客の運送の事業

突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

なお、タグボートの事業、水先案内人の事業もこの事業に含まれるものとし

て取り扱うこと。

(ウ)建設事業

①請負契約に直接必要な行為

②詰負工事現場において、 ftdから下船し、請負契約に基づく工事及びこれに

直Ji司;付帯する行為

③ 突発事故(台j氏火災等)等による予定外の緊急の出勤途一l二

なお、本0s:設の事業には、梅田の凌点、沈没物の引き場げ、潜水によって行

われる海底担1)旦等の事業が含まれるものであること

(コ二)上記(ア) ~. (ウ)以外の事業

突諮車両立(台風、火災等)等に kる予定外の緊急の出rWli会1:

なお、本司11仁」こは、例えば、 j氷守客船内における小売業ゃFtftZEの事業が当たる

- J-. 

(2 )通勤災害

中小事業主主宇である場合のほか、一人視1j等で;(hっても祈設される労一災則第 46

条の 17の7号として、特別jJ日入(J)ポ認を'乏けたニrEについては、事業u)1足分にかか

わらず、通勤災害の適用があること。

第 11 社会復帰促進等事業

1 各事業に共通する留意点

労災保険給付を受給したことを重要な要1'1:としている以下2に掲げる社会復帰

促進等事業については、施行日以降労災保問ミ給付を受給し、かっ、各事業の支給要

件を具備した者を江会とする。

したがって、①随行目前に受傷し、船員保険から支給を受け、応行目前に治ゆし

た者はもとより、②焔行日前に受傷し、船員保険から支給を受け、胞行日f去にl台ゆ
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した者、さらには③施行日前に発症の原因があるとして施行日後の浴症につき、船

員保険から保険給付を受けた者についても、社会復帰促進等事業の対象にはならな

し、。

なお、施行日以後に労災保険給付を受給した者てリあって、労災保険の社会復帰促

進等事業の対象にならないものも、場合によっては、船員fiH!卸Jf，吾祉事業としで実

砲されることから、次の場合には、協会けんぽ(又は(財)船員保険会)を紹介す

主LよL

ア 縮行日より前[:::J[(:続完上の災害として船員保険から間伐給付されていた者からの

社会(J';[帰宅促進等事業についての相談、照会があったJ場合

イ j血行r:1以後に受傷した者について、支給申請に対して不支給(一部不支給を合

む) <})決定を行ったJ場合

2 各事業に共通する留意点

(l) 謝l鰐Hill'尖兵資

手廷l皮等 Ullも!j具貨の支給については、 rcÌ'~1I前Hm装具貯支給J定例J U最終改正平成21

午， ~1 月 31 flfτjけ基箔0331025号)にりと丸、て支給の可否仕平11問?っl一る、こと。

なお、謝l支等fili装具資'支給要綱においては、不支給とされる義11蝉FH|ト装具であっ

ても、船員保険の福祉エ主主においては支給される場合があるので、 I二支給となる場

合に:j:j¥，、ても、協会けんぽ(又It"(jH) 船員保険会)を~:日介することのただし、船

員保険において必ず支給さALるとの課内初旬kじないようにぽ志すること。

(:2) 外科後処置

外科仮処置については、昭和 56年2月日 日付け基発第ω号 F外-f，1後処置実施要

綱JC最終改正平成20 年3 月 31 日付けJ却時~0331005号)にJi!;ついて実泊すること。

なお、 tJ{i員保険においては、類似のlJ:ç~主は了門生するが、労災保11売の}jが処置の範

1mが広し、ことから、 1台ゆυ)~・Ij l tJrをするとき等に処置可能な内容を被災者に説明する

- J> 
-~。

(3) アフターケア及びアフターケア通院貨

アフターケアについては、平成 19年4月23日1づけ基発第0423002号「社会復帰

促進等事業としてのアフターケア実胞要領」に基づいて失施すること。
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また、アフターケア通院費については、平成9年 B月 26日付け基発第596号「ア

フターケア通院費支給要綱」に基づいて支給の可否を判断するこど。

なお、アフターケア制度に類似の制度が船員保険にないことから、治ゅの判断を

するとき等lこ被災者にアフターケア制度について丁寧に説明すること。

(4) 労災就学等援護費

船員以外の労働者と問機に、昭和'15年 10月27日付け基発第774号の別JAI労災

就学割妥設費支給要綱Jに基づいて支給の可否を判断すること。

また、 J二記第 11の2の(1)のなお以下と問傑の対応を行うこと。

(5) !各fllW.'i~年金

各fillJ震設金におし、ては、それぞれの文給要綱に基ついて支給ω司百を判断するこ

とb

なお、船員保険においてはj間以o)ilJ IJ)1\'がないことから、対%~となり得る被災者に

それ〈ゴれの援諮金制度について丁停に説明すること。

第 12 費用徴収

1 猶予措置

船員保険I[)IJ)支にあっては、費用徴収I~J 、個々の船員に係る被f)j'ç[~ßt者111ちのJ百 1:1:1を故

意又はポ犬/J:過失により行わなかったJUll}11における災害についてのみ限定的に行われ

てきたこと、~~}JIl入災害の:1[ijçな過失の要{1[二で、ある保険13El係成立後の川|庁jをi踏まえ、

統合のJjfli1i11から 1{l三間の猶予J昔置を設けることとし、そのJ~Jllj'J，["'こ1l，'1fr1-17年 9月

30日付り拡充第643号「司王業主からの費用供収の規定のj阿波いについてJ又は平成 17

年り)]2:; 1ご|付け基発rí~ 0922001号「未千続事業主に対寸る，PtJIl側[)(11)リEEU}運用の見直

しについ亡J，こ定める費用徴収すべき事故が発生し/こJ易合にrらっても、当該通達にヵ、

かわらず、 wrT刑徴収を差し控えること。
J内

2 事業主に対する説明

上記のWiJ二J告置は、船員保険が適用されていた事業主の円滑な移行に資するため、

行うものであることから、この i年間に労災保険における費用徴収制度の概要をイ分

に周知するとともに、当該期間終了後においても、費用徴収に当たる可古凶生のある事

つn
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案を把握した場合には、当該事業主に対して丁寧に労災保険における費用徴収制皮切

概要を説明し、 IEJtfーを得るよう努めること。

3 未加入中の事故

猶予措置に係る期間の経過後、平成l了年9月 22日付け主主発第0922001号「米手続

事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについてjに11自らして、費用徴収を千子う

こと。

4 滞納中の事故

猶予措置に係る期間の品15品後、昭和<17年9月30日付けー基発第G，[3号「事業主ヵ、ら

の資用徴収の規定の取扱しヰこっし、l-J に照らして、 î~用徴収を行うこと。

5、事業主の故意又は重大な過失による事故

猶予J昔置に係る期間の経過後、日前日 '17年9月30日付け基発第G'β 号「事業主力、ら

のq~llJ用徴収の机定の取扱し、についてJ fこ照らして、 1Jt用徴収を行うこと。

なお、以下に示サ司王1漢にち儲意して、費用徴収を行うことο

(1)対象となり得る事故

j以以グ久、下の寸す-べてυのJ要f'件!牛ドを1揃由前I1たこ勺オす，)-一4も}のが1対、';J象となり1得母る司事5王:故ででトあること

① 日オ木ζ船符 (仏1γrワ/ルLシ:ツソブ。を引R除令くむu) ，;の〕船内で

② 日木医国国Ii内j勾勿刷1γ')I!μ!)坤Z司功j1帯 E苦-に雇用さ剖J1-仇た労労矧'1倒刈ル匂音訂抑げの〕況死亡又はI屯E大災寄

(2)対象となりi斗る法違反等

上記5の(1 )の①及乙'{!)u)嬰fq:をすべてiiljたす事故υ)うち、船員法及的}住員安

全併i::l三JJZ則に危答防止のための住民的均、っ具体的な借置が規定されてし、るJ易をγでん

って、事業主/.1'当該規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認めらJ'L，か

っ、当該12E反により検察庁に送致されたものが、対象どなること

(3)国土交通省、に文村ーる照会

船員法及び船員安全衛生規則を所管ーする行政偽関l士、国土交通省の出先ぬIo;，~であ

る地方通愉局でι(つり、労働局労災filliii認可lを経由して、平成21年O月O日付け roo 

についてJの示すところにより当該局長あて照会し、その意見を踏まえて処走塁する

30 



〈

こと。

なお、 6ヶ月を超えても回答がない場合においては、昭和47年9月 30日付け基

発第643号「事業主からの費用徴収の規定の取扱いlこついてjにおし、ては、局が決

定することとされているが、的確な決定を行うため、当該通達にかかわらず、直ち

に怪{足を行い、その結果を踏まえて決定を行うこと。

当該713可足の後、 2週間以内に回答が;Ij:~ 、ときに位、本省に協議を行うこと。

6 費用徴収の決定

資N'J徴収に当たる可古ちセ1:ωある司王案を氾J促したj~合には、船員以外の労働者と間保

に速やかに昨lき暑は局に報告し、 255五報告を受けた周は、述べっかに費用徴収事案ド該

当するか否かの決定をすることU

な;旬、上記5の(1)の事案のうち、以下のb、すよuかの事案に当たる場合lこ(，て士、本

省、協，i1.aを行うこと。

① 日本の偵lfiTタトにおいて生じた事故に係る事案

(g) J也jfiEii愉局lこ'IIff!j'::1炎2週間を経過しでも回答がない事案

7 徴収決定・納入告知・債権管理

徴収決定、納入告知及びfiI権υ)1~可lについては、 íJø~\mfl 日 ))3'1、の事業と同相泊二俊権，

{?JJ~IIlJT-:f;5取娘手引きizによることl

第 13 第三者行為災害に係る求償

}jfiW比して第三者行均災害事WI)<j投手引によるとともに、以 lてω点にもlA7主設するこ

と。

1 船員保険の被保険者に係る労災先行の原則等

船員以外の労1!1iJ.片苦については、請求人の;意思を尊電しつつ、自HA二先行をナ障して

し、るところであるが、船員保険の被保険者については、 j占員f414Jdミの上乗ぜ叩先併「の要

件として労災保険から保険給付を受けることが要件となっていることから、請求人

の意思を尊遣しつつ、労災先行を強く勧奨「j-ること。

なお、白日在先ffを行った場合の保|総合十jへの充当にっし、ては、当分のl問、木箱、協
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議を行うこと。

2 対象となる事故等

( 1 )対象となる事故

業務災害又は通勤災害が第三者行為災害として成立する要件は、船員使用の事

業の場合も労働基準法適用の事業の場合も同 であるが、労災保険法が属地法で

あることから、日本の主権が及ばない場所における業務災害又は通勤災害(例・

海外の寄港地における交通事故や領海外における船舶の衝突による負傷)は、労

災保険法第 12条の4は、適用されず、第三者イ子為災害には当1こらなし、ミと Q

また、 FOC船に乗り組んでいる日木国内のミl吋討告に履用された労働者に係る当

該船舶内の災害は、日本の悶毎[1可に当該船舶がある場合においても、第三者行為

災害に当たらないものとして取り扱うことJ

(2 )事務処迎

ア原川

平成 17年2月「第三者行為災害事務耳元J投手目IJによること。

イ 船舶の衝突等のi!iJ，iiIM場合の留意点

(ア)第三者行為屈に添付する資本|

船舶は車両に当たらず、また品目見[~Ji/)j{ï6~ I士、交通事政ではなく、 ri!mr;r~J に

当たるこtとから、 「交也通p事2事払斜J五引l1故l

証明書等U以、外の千射1筑Tを第三者行為災害届に添付付.させて提出させることo

(イ)過失割合に関する本省出房長

日本の旬~i毎内における船舶のí{ïi突等に上る第三育行為災害に係る過失割合

については、木省に協議の」工、決定すること9

この場合、事業主から「航行に関寸j る報告」、 ilI}jrr~者'I'IJ庁の裁決及ひ平日fmこ

係る書面等の写の提出を必要に応じて求めたJ二、当該書煩の写を添付の上、

143tiSすることω

なお、海上交通安全法第33条においては、 i毎英Iiが生じたとき等には原則と

しで海上保安庁長官にj即日Lなりればならないと規定していることから、 七

記の報告等の写しによっても災害詮生状況が不明な場合lこは、必要に応じて
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後記Eの第 10)2以下の手続きにより資料等の提供を求めることο

参考:船舶の衝突等があった場合には、船員法第四条により「航行に関す

る報告Jを運輸局に提出することが義務づけられている。

3 求償差し控え事案

従前の基準に当たるものはすべて求償差し控え事案とすること

なお、寄港地において、市下ろし又は荷の積み込み作業を行う場合において、港

湾荷役業者の労働者の加害行為により、負傷したときには、「同ーのli開場で作業を

行う事業主を異にする労働者ι))J日害行為による災害j に当たるものとして取り扱う

こ介。

4 徴収決定・納入告知・債権管理

徴収決定、納入告知及びIl~lt官官浬については、通常の事業と同保に「第三者千T為

災害事務取扱手守1J及び「債権管理!事務取J投手ヲIJによることυ
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E 労災保険の保険給付の調査及び審査等

第 1 調査に当たっての留意事項等

1 調査の目的

労災保険法に定める業務災害又は通勤災害の災害補償事由の有無や第三者行為災

害の該当の有無を判断するとし、う通常の調査の目的に加えだ、

①船舶所有者は日本国内の事業であるか否か

@被災者が日本国内の事業主に雇用されている労働者ーであるが否か

@被災者が船員(予備船員)であるか否か

白被災者が船員法の適用のある船に乗り組んでいたか、又は乗り組むことが予定

されてし、たか百か

@被災した場所は、日本の主権が及ぶ場所であるか否か

等をIlJJらかに寸るために調査する必要がtわる。

2 調査手法

(1)事業主から必要に応じて求める資料

以ドの主il績を出掛白所有者たる事業主から必要に応じて求めること。

ア 'jJ'(!l]iJ者たる船員て・あるか否かを惟認するための資料

① 111JF14f1係

② 労働条件を明示し/こ書面

イ 災害・の発生状況をJ凶J.liする資料

①航行に関する報告白治員法第 19条に定める報告。船舶のi釘突、来場、沈没、

滅失、火災、機関の損傷その他の村正実iEや船内lこある者が死亡し、又は行方不明

となったとき等に報告の義務を課されている。)

② 航海日誌

ウ 船員法の適用の有無を把慢する資格l

船舶国籍証書

i倒日(j)従業する区j或を証する書類

エ 日本の主権が及ぶ場所で、;I?0か否かを有t認する資事|

船舶国偽証書(外国r割合の船内は、基本[内に外国とじて取り扱われる。)
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(2)国土交通省への要請等

原則として事業主、同僚労仰j者及び関係者からの聴取 J報告による調査に基づき、

事実認定等を行うものであるが、当官五百周査では災害補償‘事由の有無等を明らかにでき

ない場合等に国土交通省への必要な拍置の実施の要請や関係行政機関等に対する資料

4出共等の要請を行うこと。

ア措置の要請

労災保険法第四十九条のニにおいて、「厚生労働大臣は、 1141員法第一条に規定する

船員について、この位指主の目的を遡友するため必要があると認めるときは、国土交

通大臣に士一lし、船員法に基づき必要なl背置をとるべきことを要請することができる」

と定められたところであり、この規定に基づき要請を行うものである。

具体的に付、平成21年O月O日付け 100について」によるが、事業主等に対寸

る調査等では、請求労{耐苦の労働11寺問等や災害発生状況が不明である事案であっ C、

船舶に乗り組ん Cいたとき()l:lki51.u lj問屋が不可欠なものについて、婆請を行うこと。

イ 関係行E対品開等に対する資不|提供さ卒の要請

労災保険法第四十九条の三において、「厚生労働大臣l士、この法律の施行ト二関し、

関係行政機関又は公布、の団体に対し、 ni'，I.O)j定供その他必~な協力を求めることが

できるJと定められたところであり、この規定に基づき資料提供等の協力の聖Efi与を

千子うものである。

なお、以下の141151ご‘とに、それぞれの通達に基づき、関係行政庁に対 Lて資料提

供等の~討を行うこと。

(ア)対象

([l 日本間仙の船内における司王乾主責任災害等前記第 12の5の(1)に定める

司叫立

②特殊な船に乗り組んでしも被災者のうち、日本囲内の三jす諸に庭用されて l

いる者に係る事故

@船員手帳を有しない者に係る船員保険の被保険者資絡の有無汲び到品のあ

る期間J~宇を同事官、する必要がある事故

⑤船員手1阪を有しない者に係る船員事長の交付の有無及び交付の時期等を確

百忍寸『る必要があるzjZ11t
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(イ)要請行政庁等

① 日本籍船の船内における事業主責任災害等前記5の(1)に定める事故

運輸支局

平成21年O月O日付け rooについて」

② 特殊な船に乗ーり組んでいる;皮災者のうら、日本国内の事業者lこ雇用されて

U 活者に係る事故

遼i愉支局

平成21年O月O日付け rooについてJ

@船員手11震を有しなし慣に係る船員保険の被保険者資格の有無及び資格のあ

るj-J;J]問等をR在認する必要がある司r.Î~

年金事務所

平成:21$OftJ 0日付け roo(乙っし、て」

⑤ 船員手帳を有しf品、背に係る船員fOlluその交付の有無及び交付の11寺期等を縦

認する必要がある耳奇抜

illT愉支局

平成21年01司O日付け rooについてj

(3 )その他

労働局は、連中lh支局等協1係行iL3ctl&Il&Jとの円滑な述。ljの確保のため、必要に応じて

協議等を行うこと

3 請求人等の負担車iI5.成

船員に係る(呆険給付 lこっし、て[士、'r:Jílj~U)とおり、統合後l土労災保piZ給付lこ1目当す

るものは労災保険から、独自又は上乗せ給付については協会りんぼで行われること、

さらに統合前に支給事凶が生じたもυJ(士、協会けんぽからと俊雄なものとなってい

るヨ

そこで、船員保険の給付を行う協会けんぽ、船員[判決ω資H~-得喪・適用徴収を行

う年金事務所及び労災保陶到τj等を行う労働基準|常督苦又は労働局は、連携して次

の通り取り組みを行うことにしているので、懇切丁寧な対応、に努めること。

①船員から相談があった場合には、船員、保険の上乗せ給付分も含めて保険給付
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の概要及亡張出党等について統一説明用リーフレットを用いて説明する。

② 船員保険に係る請求書の提出があった場合には、写じに受付叩を押印の上、

協会けんぽ木部に書留で回送する。

なお、当該処理を行う請求書については、受付簿に必要な事項を記載の上、

請求書の写しを絞っておく。

③船員から、船員保険に係る請求書の記載方法等について説明を求められた場

合には、協会けんぽ作成のリーフレットを手交する。

なお、協会けんぼに提出すべきものがl社管警に提出があった場合においても回送

すること等から、管轄の里会15署以外に労災閑~~ミ給付の請求書が提tlj された場合ドこお

いても、管轄の昨皆警に回送すること。

第2 請求書の提出があった場合の審査

船舶に乗り組んでし、/こ際の~J可決lニ係る請求や船舶所有者が事業主で」つる場合の請求

については、労災附話混合{τF1平ì~51段仮手引及び本手号 1 [に示オところにより行うととも

に、以下lこ留意して審査を行うことυ

1 必須記載事項の確認

船員以外の労働白と同t;去に必須の吉国制下J:fiが記ili~されている14151E寸る J

まjこ、請求人以、労災保{険を知らないことを前提に、窓口にl'1I;iJiがあった場合等に

;J.品、て 1;:] 、話;Rijl1~ l等が/:1=じないよう、 ll切JT)#，:(ニ割引珂を行うこと、

なお、このJ揚合、提出f己が正しいか否かし含めて(i節目、し、必要な説明を行うこと。

2 回送又は入力の実施

上記第 1 の 3 に記載しているとおり、当該請求に係る事業を管iji;!i~)-る除J母署以外に

詩求書等が窓口で提出された場合にあっては、正しし、管轄院'侵害を教示の上、回送す

ることを説明のと、請求人が持ら帰ることを7市皇室しない限り、管1|lJJ耽督署に回送する

ーし
、一 ι_0

管轄する居合医警に請求書が提出された場合にあっては、通常の請求書のとおり、原

則として即日又は翌日入力を行うこと。
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3 船員法の適用のある船に乗り組んでいたこと等の事実の有無等

(1)被災した者が乗り組んでいた船の船員法の適用の有無

被災した者が船員法の適用のある船舶に乗り組んでU、なかった場合、予備船員

(船員職業安定法第92条に基づきF配船に派遣船員として乗り組んで、いる場合を

合U'o)でない限り、船員以外の労(眠得からの請求とl司係の審査を行えばよしL

したがって、まずは、乗り組んでいた船が船員法の適用のある船て、あるか否か

を『信E、し、外国船籍の場合には、下記 (2)により予備船員(船員職業安定法第

92条に基づき FOC船にl而宣船員として乗り組んでし、る場合を会心。)に該当する

か『付制ーること。

船員法の適用のある船か否かを『白忽勺jるj場合、ポイントになるのは、以下の司王

J買であることから、事業主からの聴取や船舶国偽証書等にtりこれをまずU岱君、す

ること内

ア月合ú)船íIí\~

イ JmUJ総トン数、 J町会、航行する品目瑚、 iiir船U)J;j拾に(;t、MIrit、泌を行う範四

なお、ブローチャート (00ページ参!1日)在参考にすることH

(2) 自船{仕}員であるカか肖否カ

A似船;打}伝筒\1:法J去三υの)~迎白用のある j蜘;11，)(こ f梁1花E り品組11/，んυ でし、りJ 乙~:)~易詰合でtあvらJつ〉つても、 .iill~;t~.当該船舶lこは乗り

主[U:rことがなく、船員に当たらなし、J;場合lこ，:1、、(1lとl司も:rHこ船員以外rJl労働者育キか

I らの請求とl百1Mの審査を行えばよいの

ま/二、白~記のとおり、船員i去(/)泊JlJのない外国船符ω船に乗り組んでいる場合で

んJっても、日本国内の事業にImJfJされており、予備船員(船員臓業安定法?J592条に

基づきドoc 船lこ ì}~j\~'tl合員と L て.~り組んでいる土場合を含;旬。) ，こ該当するJ;号合に付、

労災保険法ω適用があることが切W!tiでtわることから、当該袈lr|=fthiiiたすカ‘否か以下

ul手法により町民Z寸ること。

なお、以下の手法によっても、予備船員(船員職業安定法第十125長に基づき fOC

船に耐宣船員として乗り組んでいる場合企含υ。)に該当するか同認できないものの、

日本国内の事業に雇用されている者(外国船籍の船に乗り組んでいる際に'rりとした

者に限る，)とtBめらJlる者については、本省、|lJ涜去を行うこと。

①請求人に対して船員手帳の提示を求めること
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船員は、船員法上船員手帳を「受有しなければならなしリこととされているこ

とから、手帳の提示を求め、その写しを徴すること。

②請求人が紛失等により船員手帳を有していないと申し立てた場合の取扱い

事業主に海員名簿、雇入契約の届出に係る書面の提出を求めること。

上記の措置を講じても、不明な場合には、以下の方法により有儲Zを行うこと。

詩求人が船員僻て険の被保険者であったと申し立てた場合には、年金事務所に資

料の提供等の要請を行うこと。

また、船員保険の被保険者でIjないが、船員であったと申し立てた場合は、運

輸支局に資料の{創共等の要請を行うごと。

t.d占、船舶内の事業の場合、小売業ヘコ寸j一一ピス業等距包仁におuるのと同様の作

業態係となるが、その場合には、被災した場所が軍要であるので、災害発生場所

に留意して審査を行うこと。

4 事業主の所在地の確認等

船員法のi曲用のある船舶に飛り組んでし、る船員であっても、|一|本回I)~の事業に雇用

されてし、々し、場合にあっては、労矧!.i~険法の適用はない。

日本fdtj?SdJ船にも外国のZj王者三lこ雇用された者が乗り組んでし、うJことが(ti)るので、こ

の点について『fGZする必要がある。

日本国内υロj吋!iであるiJミ否かについては、船員保険の事業(、l、j民地訟であることか

ら、まず、当該事業に雇用された者が船員間隙の被保険者で5あるカザカ=を以下により

H低記、すること。

①請求人から船員保険の被保険者託。)提示を求める。

② 請求人が船員保険の被14LIltt者~IEをpJrNi'してし、なし、場合には、年金事務所に被保

険者であるか資料のJ崩共等の要請を行う。

なお、被災じ/こ者が船員保険のi 主 (i~1役者でない場合にあって(j、以 nこより 11岱忍す

ること。

①請求人が雇用されていたとする事業の法人登記の有奴をTI'([認すること

②法人笠記をrrっていない場合には、事業主、関係者からの供述、実JiIlR謝査等に

より日本国内に拠点等があることを石従認すること
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5 労働者又は宗認後の特別加入者であることの確認

被災した者が労働者であるか、労働者でない場合には被災前に承認を受けた特別加

入者で、あるか否かを百鶴間ること。

なお、労働者て、あるか否かの~'111認については、第 1 の 2 の UJ のアを参照するこ

と。

6 業務災害の支給要件を満たすか吾かの確認

被災時の災害発生状況等をRTE1忍の上、第7に示す基準に則して、支給要件を満たす

か否カ申Jl:IYrすること。

なお、ー船員について、いわゆる新しい疾病について請求均九わった場合には、後記8

により、木制L誌を{占t底すること。

7 通勤災害の支給要件を満たすか否かの確認

被災11寺ω災害発生状況等を『師Eの上、前8に示す基準に則して、支i:S-2E11ドを11M]た寸

か百か半J]/t!iすること。

8 本省協議等の実施

船員について、いわゆる新しい疾病について訪求があった場合には、請求書のJ出品

後jiliベコかにその慨嬰を木削こ;zM?をするとともに、必主主:ん:捌:sfiJ:行った」二、本省、lこ1%:¥

~4出どと行うこと。

9 支給決定等の実施

上記 1~8 に jこり、支給要([1ニの呉üHiU ) {~-J!I.~が明らかになった~tiJ合には、速やかに支

給又は不支給決定を行うこと。

なお、不支給としたij号合にl士、その不支給決定理由を丁寧に説明するとともに、審

査請求の方法について下記第3により了寧に説明すること。

第3 審査請求等

1 労災保険給付
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(1)基本的な考え方

船員たる請求人に対しては、不服申し立てを希望寸る場合には、

① 労災保仇円台付については、労十助保険審査官に対して審査請求を行う必要があ

ることを言説兇明すす-ることは当然で

② 一上ヒ采せ給付についても、不服申し立てをすることを希望する場合には、 i地也方

厚生局(厚生支局を含む。)に置かれた社会保険審査官に対して、審査請求を行

う必要があることを説明寸るごと。

(2 )船員保険法における時効に関する特例等

ア原処分における特例

船員保険法第 152条第 1演は、「次の各号に掲げる保険給付と向ーの事:1羽によ

り支給される当該各号(こ定める労災保|釦去の規定による保防ミ給付についてされ

る同法第三十八条第一J1'lの詐五請求並びに同1頁及び同条第二JJ~の再審査請求

(以下「労災保険法の官奇計;zlと等」とbづ。)は、当該各号に掲げる1呆M21令付を

受ける権利の11寺到1)0)中断に目立しでは、jム判上の請求とみなすJと規定じている。

四

休業手当金休業術供柏村又は休業給付

降害年金陪iE思有Ilfj!'i年金等、傷病IoH陥年金又fj傷病年金

障害出R一Il~j会陥答補償年金等

遺族年金遺族fili償年金等

五 出炭ー|時金 i監b長十II]f1~ト11寺金又は遡~-Mj'金

六 遺族年金差知一時金遺族制i1針「ニ金等

上記の船員(抑尖の給付↓土、吉国王的に労災保険の給付が支給される場合に、支

給されることから、同種・同一事|おの保険給付につし、て労災保険法の審査制主

主主:を行っているときには、消滅時効が中断し、その中I断断折折二弓三jF王由が終了したrJ時l荷寺均、もら、

新たにその近進三行を始めるとされたものて

なお、いわゆる後続請求の取扱いは、 JH:iliの請求についても適用のあるもの

で、あるが、上記のとおり船員保険法上の特例は、同種・同一事由の保険給付に

限り認められるものであることから、船員保険の保政統合付の削卵寺効が完成す

ることのないよう、それぞれの請求及び審査請求等を確実に行うよう、説明す

H 



ること。

イ 社会保険審査官に対する審査請求に係る特例

船員保険法第152条第2項は、「労働者災害補償保険法の審査詩求等がされて

しも場合における前項各号に掲げる1府針金付に関する社会保険審査官及℃牡会

保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四条第一項及び第二項の審査

請求期間文は同法第三十二条第一項の再審査詰求期間の計算にういては、当該

労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取ア

げの日までの日数は、算入しなし、Jと組定している。

社会保険者査官又は社会保険審査会に対する審査請求は、処分があったこと

を知った日の翌日から起算した一定期間内にしなければならないことになって

いるわりで、あるが、 2E3野台!と等してから決定定若しくは裁がと文は取下げの日ま

での日数は、算入しないという特例が設けられている。

原処分の場合の作i繍ljp交]の中断と異なり、新1こにその進行が始まるわけでは

ないので、混同しtJ刊、ようにすること。
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E 参考資料

第 1管轄等

1 協会けんぽ

2 年金事務所

3 地方運輸局

4 管区海上保安部

第2 ;:去令の規定等

1 労災{制度5去(抄)

(1)法律

① 支給事由 12条の8

② iiliJ芳規定 49条の2、49条の 3

( 2)政令

(3) J.血行規則

①給付基礎日額

@ 刊 jiJjJ日入

(4)関係通i童

①外国の政護費

② !!'.'j')JI j加入

2 船員法(抄)

(1) '1:去体

①船長iの定義

②海員の定義

③船舶所有者の定義

@厄入契約

@ 労働条件

(2)施行規則

① li削IJの範囲
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②船員安全衛出先則

(3)船員法の摘要のある船舶に関するフロー図

3 船員保険法(抄)

①被保険者

②上乗 せj認定

③ J[l均寿上の独自給付

@ 労災保険給付と船員俳識の保闘治付の関係整理表一

第3 船、船員の実態等

1 船の用途

① タト航船

②内航 船

@ 漁船

2 乗船している者の法的な身分

①船員保険法及び労災保険法のidEJ31のある者

②船員保険法ω1白川はないが、労災保険法の適用のある者一

@ 船員f~H倹も、労災保険法む迎j目のない者

ι)，) 



都道府県労働局からの質疑

1 休業補償給付の支給要件については船員以外の労働者と同様に取扱うとのこと

であるが、船舶内の特殊性から、船内診療所のない船舶内で負傷したが寄港まで

日数を要した場合等にあっても、初診日までの聞は「療養を伴っていない」もの

として原則どおり支給対象としないことでよいか確認したい。参考までに、この

点にかかる船員保険での取扱いについてもご教示いただきたい。

(答) 前段については、貴見のとおり療養を伴っていない場合は、支給事由を満たさ

ない。

船員保険の取扱いについては、乗船中、傷病手当金は、船員保険から保険給付

されず、その期間中は船舶所有者の災害補償義務にゆだねられる。

2 長期間航海を常態としている船員等に代表されると思料するが、脳・心臓疾患

、精神障害等の認定事務を行う際の「労働時間」の評価方法等について、船員の

特殊性からみた留意点等があればご教示いただきたい。

代表的な労働(時間)実態とその評価方法についての例示や、脳・心臓疾患の

労災認定実務要領又は精神障害等の業務上外の判断のための調査要領の改訂など

これらの点に関する今後の予定についてもご教示いただきたい。

(答) 船員を使用する船舶所有者の事業以外の製造業等と同様に、事業主(船舶所有

者)、同僚労働者及び関係者等から聴取等を行い、週40時間を超えた分を時間

外労働として、算定の上、認定基準等に基づ‘き決定することで足りるものであり、

現段階で調査要領の改訂等は考えていない。

また、「労働時間」の考え方については、必要に応じて別途、指示することと

したい。



3 r船員から、船員保険に係る請求書の記載方法等について説明を求められた場

合には、協会けんぼのリーフレツ卜を手交する。」とありますが、このリーフレ

ツトはいつ配布していただけるのでしょうか。

また、説明を 求められない場合であっても、船員保険からの上乗せ給付の趣

旨について説明する必要はないでしょうか。

その場合、上乗せが発生するか否かの見極めも必要になると思われますが。

(答J 船員保険に係る給付内容のリーフレツトについては、社会保険庁において、現

在作成中であり、遅くても年内には、データを送付すると聞いている。

また、上乗せ給付に係る説明については、会議において配布させていただいた

統一用リーフレット(案)により説明を行い、全国健康保険協会(協会けんぽ)

船員保険部への請求を勧奨していただきたい。

上乗せ給付が発生するか否かについての判断を行う権限が無いこと及び請求を

行わない場合は、保険給付を受けられないことから、上乗せ給付が存在する給付

については、必ず全国健康保険協会{協会けんぽ)へ請求を行うよう教示された

し、。

4 P32の(1)の対象とする事故

海外の寄港地における交通事故や領海外における船舶の衝突による負傷は、第

三者行為災害には当たらない。とありますが、第三者行為災害事務取扱手引では

、交通事故の場合、第三者行為として取扱い、求償権の行使は差し控え事案と同

様となっていますが、船員分の案で、第三者行為災害に当たらないとして理由に

ついて、ご教示ください。また、第三者行為災害に当たらないとした場合、控除

調整も必要ないと解してよろしいか。

(答) 第三者行為災害の事務処理における求償は、第一当事者が第二当事者に対して

有する損害賠償請求権を、労災保険法第 12条の4第 1項に基づき、労災保険給

付を行った限度で政府が代位取得し行使するものである。

海外の寄港地や領海外における事故については、属地法である労災保険法の効

力は及ばないため、政府が保険給付を行ったとしても、損害賠償請求権を取得す

るものではないことを明らかにしたものである。

なお、控除については実際に第一当事者から労災保険給付と同ーの名目で支給

を受けたことを確認できた場合についてのみ行うこととなるが、原則的に労災先

行を勧めるため、控除対象となる事案は少ないと考えている。



5 P7(2)のア及びイに関して、船内売屈に勤務する者(パート"アルパイ

トを含む)が、商業・サービス業を営む事業に雇用されている場合も船員に該当

するのか。(売庖・フードコーナーの運営は委託契約等の場合もあり得るのでは

ないか)

(答) ① 船舶における労務の提供を受けるため、労働者を使用している者は、船舶

所有の有無に関わらず、船舶所有者とされること。

② この場合、当該労働者の職穫を間わず、船員として取り扱うとされている

ところである。

なお、船内売庖の事業と船舶を所有している者の事業との契約は、様々である

が、当該契約に着目するものではない。

6 I協会けんぽ」への情報提供は本省労災保険業務室から行うこととなっている

ので、監督署に「協会けんぽ」から問い合わせがあった場合は、個人情報保護の

観点から回答しないこととして良いか。

(答) 全国健康保険協会(協会けんぽ)が給付を行う上で、必要なデータは統一的に

労災保険業務室より渡すこととしている。

したがって、全国健康保険協会(協会けんぽ)からの照会に対しては、回答を

行う必要はないが、照会があった場合には、日時と内容について、本省補償課業

務係へ報告されたい。



7 療養補償給付請求書 (5号様式)の事業主証明について

乗船中の傷病について、船員が最寄りの寄港地の医療機関において療養するケ

ースで、船舶所有者(事業主)の所在地が遠隔地の場合には、 5号請求書の事業

主証明欄は当該船舶の船長の証明に代えるなどの取扱いに変更してほしい。例え

ば、現行の船員保険においては、職務上の傷病の療養について、被保険者は「船

員保険療養補償証明書」を保険証といっしょに医療機関へ提出することとなって

いるが、本証明書は原則として船舶所有者が証明することとなっているが、船舶

所有者の所在地から離れた港に寄港したときなどは、船長が証明して差し支えな

いこととなっている。療養補償給付の請求についても同様の取扱いが必要ではな

し、ヵ、。

(答) 船員を使用する船舶所有者の事業に係る請求についても、あくまで5号、 7号

を使用して事務処理を行うこと。

なお、事業主には、労災則第 23条の 2により、意見を申し出る権利が与えら

れているところであり、当該機会を行政や乗組員の都合により、奪うことは適当

でないことから、船長の証明については認められない。

8 請求事業が発生した場合等に、正確な説明等を行うためにも、第三者行為災害

届に添付させる「交通事故証明書以外の書類」とは具体的にどのような書類で証

明者は誰になるのかなど具体的に例示していただきたい。

(答) 平成 17年2月1日付け「第三者行為災害事務処理手引J1 5ページ (2)の

表中の「交通事故以外による災害」を参照すること。

9 平成 22年 1月から船員保険の職務上疾病・年金部門を労災保険に統合し、

従来の船員保険のうち、労災保険給付に相当する給付は、労災保険から給付を

行い労災保険の給付水準を上白る部分の給付及び船員保険独自の給付は、統合

後も船員保険から給付を行うこととされたとのことですが、先般の r~質の行

政改革』に係る労災保険の窓口業務の改善Jで示された趣旨に沿って請求人に

相談対応するには、是非とも現行船員保険の給付内容、判断基準等を労災担当

職員が承知しておく必要があると考えますので、具体的な資料等を早急に配布

いただきたい。

(答) 財団法人船員保険会作成「船員保険の事務手続き(平成 19年度版)Jのコピ

ーを別途送付するので、参考とされたい。



1 0 死亡認定制度の考え方について死亡推定日から 1年半経過した時点におい

て、市町村への死亡届または海上保安庁による死亡認定が行われていない場合には

「被災労働者の生存の有無を確認する・個・ j とありますが、ほかに何をもって死

亡の事実確認をすればよいのでしょうか。労働者が死亡したと推定する規定と、死

亡認定制度による証明書とどちらかで判断すればよいのか、又はどちらを優先すべ

きなのか。あるいは、海難事故による行方不明者の場合に限り、死亡認定制度lこい

る証明書をもって判断すると解釈するのか。

(答) 死亡認定制度に係る死亡証明書の発行には、長期間を有するものである o

したがって、遺族が死亡認定されるのを待って、請求したいという場合を除い

て、労災保険法第 10条により、給付決定を行うこと o

当該規定については、行方不明を死亡と「みなす」ものではなく、推・定するも

のであることから、遺族補償給付等を支給後、生存していることが明らかとなっ

た場合には、回収する旨をあらかじめ請求人に丁寧に説明しておくこと。

なお、失院宣告の手続を経て、市町村が戸籍の抹消を行う場合もあることにも

留意すること。

1 1 1 1 4号通達は、休業補償に限った取扱いを示したものであるが、船員lこ限

って解釈を拡大するのか。

(答) 日本の主権が及ばない地においては、労災保険法第司 3条第 1項の療養の給付

を行うことができないものであり、本邦内の取扱いと異なることは当然である。

なお、手引(案)で引用している「海外派遣者の特別加入に係る保険給付の請

求等の手続J(昭和 52年8月24日基発第481号)において、「休業補償給付

及び療養の費用の支払いについては、派遣元の事業の事業主が立替払いをしてい

る場合には、昭和 43年3月9日付け基発第 11 4号による受任者払いとするこ

とと、して差し支えないものであること」として、受任者払いで差し支えない旨を

既に示しているところである。


